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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水銀圧入式細孔分布において、粒子内空隙量が０．３～０．８ｃｍ３／ｇ、モード径が
０．２～１．０μｍ、及び変曲点径が０．９μｍ以上を示す酸化マグネシウム粉末と、
　前記酸化マグネシウム粉末の表面の少なくとも一部に、組成式：ＭｇｘＰｙＯｚ（ｘ＝
１～３、ｙ＝２、ｚ＝６～８）で示されるリン酸マグネシウム系化合物を含む被覆層と、
を有し、
　被覆酸化マグネシウム粉末中のリンの含有量が０．１～１０質量％であることを特徴と
する、被覆酸化マグネシウム粉末。
【請求項２】
　請求項１に記載の被覆酸化マグネシウム粉末からなる充填材。
【請求項３】
　樹脂と、請求項２記載の充填材と、を含有する、樹脂組成物。
【請求項４】
　前記樹脂が熱硬化性樹脂である、請求項３記載の樹脂組成物。
【請求項５】
　前記熱硬化性樹脂が、フェノール樹脂、尿素樹脂、メラミン樹脂、アルキド樹脂、ポリ
エステル樹脂、エポキシ樹脂、ジアリルフタレート樹脂、ポリウレタン樹脂、又はシリコ
ーン樹脂である、請求項４記載の樹脂組成物。
【請求項６】
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　前記樹脂が熱可塑性樹脂である、請求項３記載の樹脂組成物。
【請求項７】
　前記熱可塑性樹脂が、ポリアミド樹脂、ポリアセタール樹脂、ポリカーボネート樹脂、
ポリブチレンテレフタレート樹脂、ポリスルフォン樹脂、ポリアミドイミド樹脂、ポリエ
ーテルイミド樹脂、ポリアリレート樹脂、ポリフェニレンスルフィド樹脂、ポリエーテル
エーテルケトン樹脂、フッ素樹脂、又は液晶ポリマーである、請求項６記載の樹脂組成物
。
【請求項８】
　請求項３～７のいずれか１項に記載の樹脂組成物からなる放熱性部材。
【請求項９】
　Ｂを１００～１０００ｐｐｍ、Ｎａを３００ｐｐｍ以下、Ｋを３００ｐｐｍ以下、Ｃｌ
を０．０２～０．５質量％含み、かつ、ＳｉをＳｉＯ２に換算して０．０２～０．５質量
％、ＣａをＣａＯに換算して０．１～０．８質量％含む、純度９８％以上の水酸化マグネ
シウムを、１０００℃～１２００℃で焼成することにより、酸化マグネシウム粉末を得た
後、
　前記酸化マグネシウム粉末を、リン化合物と混合して、３００℃以上で焼成することに
より、前記酸化マグネシウム粉末の表面の少なくとも一部に、組成式：ＭｇｘＰｙＯｚ（
ｘ＝１～３、ｙ＝２、ｚ＝６～８）で示されるリン酸マグネシウム系化合物を含む被覆層
を形成することを特徴とする、被覆酸化マグネシウム粉末の製造方法。
【請求項１０】
　前記リン化合物が、リン酸、リン酸塩、及び酸性リン酸エステルからなる群から選択さ
れる１種以上の化合物である、請求項９記載の製造方法。
【請求項１１】
　前記リン化合物が、イソプロピルアシッドホスフェート、２－エチルヘキシルアシッド
ホスフェート、オレイルアシッドホスフェート、メチルアシッドホスフェート、エチルア
シッドホスフェート、プロピルアシッドホスフェート、ブチルアシッドホスフェート、ラ
ウリルアシッドホスフェート、及びステアリルアシッドホスフェートからなる群から選択
される１種以上の酸性リン酸エステルである、請求項１０記載の製造方法。
【請求項１２】
　前記リン化合物を、被覆酸化マグネシウム粉末中のリンの含有量が０．１～１０質量％
となるように用いる、請求項９～１１のいずれか１項に記載の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、樹脂に対する充填材として使用可能な被覆酸化マグネシウム粉末、及びその
製造方法に関する。また、本発明は、前記被覆酸化マグネシウム粉末を含む樹脂組成物、
及び当該樹脂組成物からなる放熱性部材に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子デバイスは、積層体、プリント配線板、多層配線板等の電子部品により構成されて
いる。電子部品には、通常、樹脂組成物がプリプレグ、スペーサー、封止剤、接着性シー
ト等に用いられており、当該樹脂組成物には、様々な性能又は特性が要求されている。例
えば、最近の傾向として、電子デバイスにおける大容量パワー素子の搭載、高密度な実装
が見られ、それに伴い樹脂組成物及びその応用品に対し従来よりも更に優れた放熱性、耐
湿性が要求されている。
【０００３】
　半導体封止用の樹脂組成物に用いる充填材（フィラー）は、従来、二酸化ケイ素（以下
、シリカという）、酸化アルミニウム（以下、アルミナという）が用いられてきた。しか
し、シリカの熱伝導性は低く、高集積化、高電力化、高速化等による発熱量の増大に対応
する放熱が充分ではないため、半導体の安定動作等に問題が生じていた。一方、シリカよ
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り熱伝導性が高いアルミナを使用すると、放熱性は改善されるが、アルミナは硬度が高い
ために、混練機や成型機及び金型の摩耗が激しくなるという問題点があった。
【０００４】
　そこで、シリカに比べて熱伝導率が１桁高く、アルミナの約２倍の熱伝導率を有する酸
化マグネシウムが半導体封止用樹脂充填材の材料として検討されている。しかし、酸化マ
グネシウム粉末は、シリカ粉末に比べ、吸湿性が大きい。そのため、半導体封止用樹脂充
填材として酸化マグネシウム粉末を用いた場合、吸湿した水と酸化マグネシウムが水和し
て、充填材の体積が膨張し、これによるクラックの発生、熱伝導性の低下等の問題が発生
していた。このため、半導体封止用樹脂充填材として用いる酸化マグネシウム粉末に耐湿
性を付与することが、半導体の長期的な安定動作を保証する上で大きな課題となっていた
。
【０００５】
　酸化マグネシウム粉末の耐湿性を改善させる方法として、特許文献１及び特許文献２に
はアルミニウム塩又はケイ素化合物と酸化マグネシウム粉末を混合し、固体分をろ別し、
乾燥させて、焼成することにより、該酸化マグネシウム粉末の表面を、アルミニウム又は
ケイ素とマグネシウムの複酸化物を含む被覆層で被覆することを特徴とする被覆酸化マグ
ネシウム粉末の製造方法が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００３－３４５２２号公報
【特許文献２】特開２００３－３４５２３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、上述した方法により得られた被覆酸化マグネシウム粉末は耐湿性が改善
されたものの、粉末粒子は角張った形状をしているため、樹脂への充填性が低く、さらに
得られた樹脂組成物の流動性が低いという問題がある。
【０００８】
　本発明の目的は、上記の課題を解消し、熱伝導性に加えて耐湿性に優れると共に、さら
に、樹脂への充填材として用いる際、充填後の樹脂組成物の流動性が高く、その結果、成
形性に優れた被覆酸化マグネシウム粉末、及びその製造方法を提供することである。本発
明の他の目的は、当該被覆酸化マグネシウム粉末を含む樹脂組成物、及び当該樹脂組成物
からなる放熱性部材を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、水銀圧入式細孔分布において、粒子内空隙量が０．３～０．８ｃｍ３／ｇ、
モード径が０．２～１．０μｍ、及び変曲点径が０．９μｍ以上を示す酸化マグネシウム
粉末と、前記酸化マグネシウム粉末の表面の少なくとも一部に、リン酸マグネシウム系化
合物よりなる被覆層と、を有し、被覆酸化マグネシウム粉末内のリンの含有量が０．１～
１０質量％であることを特徴とする、被覆酸化マグネシウム粉末に関する。
【００１０】
　また本発明は、当該被覆酸化マグネシウム粉末からなる充填材にも関する。
【００１１】
　さらに本発明は、樹脂と、当該充填材とを含有する樹脂組成物にも関する。当該樹脂組
成物は、接着剤または半導体封止剤等の放熱性部材として使用することができる。
【００１２】
　さらにまた、本発明は、Ｂを１００～１０００ｐｐｍ、Ｎａを３００ｐｐｍ以下、Ｋを
３００ｐｐｍ以下、Ｃｌを０．０２～０．５質量％含み、かつ、ＳｉをＳｉＯ２に換算し
て０．０２～０．５質量％、ＣａをＣａＯに換算して０．１～０．８質量％含む、純度９
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８％以上の水酸化マグネシウムを、１０００℃～１２００℃で焼成することにより、酸化
マグネシウム粉末を得た後、前記酸化マグネシウム粉末を、リン化合物と混合して、３０
０℃以上で焼成することにより、前記酸化マグネシウム粉末の表面の少なくとも一部にリ
ン酸マグネシウム系化合物よりなる被覆層を形成することを特徴とする、被覆酸化マグネ
シウム粉末の製造方法にも関する。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、熱伝導性に加えて耐湿性に優れると共に、さらに、樹脂への充填材と
して用いる際の充填性に優れ、かつ、充填後の樹脂組成物の流動性が高く、その結果、成
形性に優れた被覆酸化マグネシウム粉末を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】実施例１で製造した被覆酸化マグネシウム粉末を撮影した電子顕微鏡写真
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明を具体的に説明する。
【００１６】
　本発明の被覆酸化マグネシウム粉末は、特定の物性を示す酸化マグネシウム粉末と、そ
の表面に形成された、リン酸マグネシウム系化合物よりなる被覆層と、を有するものであ
る。リン酸マグネシウム系化合物からなる被覆層は、酸化マグネシウム粉末の全表面に形
成されていてもよいし、酸化マグネシウム粉末の表面の一部のみに形成されていてもよい
。リン酸マグネシウム系化合物からなる被覆層によって被覆されていない酸化マグネシウ
ム粉末表面は露出していてよい。
【００１７】
　本発明において、酸化マグネシウム粉末は、粒子内空隙量が０．３～０．８ｃｍ３／ｇ
、モード径が０．２～１．０μｍ、及び変曲点径が０．９μｍ以上を満足する。このよう
な酸化マグネシウム粉末の表面にリン酸マグネシウム系化合物よりなる被覆層を形成する
ことによって、本発明の被覆酸化マグネシウム粉末を熱伝導性の充填材として好適に利用
することが可能となる。
【００１８】
　なお、各測定値は、水銀圧入式細孔分布測定装置において測定された数値である。
【００１９】
　変曲点径、及び粒子内空隙量は、累積細孔容積曲線から求めることができ、累積細孔容
積曲線において、縦軸は、試料単位重量当たりの、大きな細孔から順に求めた粒子の細孔
容積の累積値である累積細孔容積を表し、横軸は、細孔直径を表す。
【００２０】
　変曲点とは、累積細孔容積曲線が急激に立ち上る点である。測定試料に応じて、変曲点
の数は１個に限られず、複数個存在する場合があるが、細孔直径が最も大きい変曲点を、
本発明の変曲点とした。変曲点径は、変曲点における細孔直径である。
【００２１】
　変曲点径が０．９μｍ未満であると、細かい粒子の量が増加するため、樹脂に充填する
際に急激な粘度の上昇が発生する。好ましくは、変曲点径は０．９～１．５μｍである。
【００２２】
　粒子内空隙量は、粒子内に存在する凝集粒子径よりも小さな空隙の量であり、粒子内空
隙量は、細孔直径０．００３×１０－６～１００×１０－６ｍにおける累積細孔容積で表
される全細孔容積から、前記変曲点における累積細孔容積を減じた容積で表される。
【００２３】
　酸化マグネシウム粉末の粒子内空隙量が０．３ｃｍ３／ｇ未満であると、粒子中の空隙
が少なく、粒子中に十分な量の樹脂が浸透せず、樹脂組成物の機械的強度が悪化する。ま
た、熱伝導性についても低下する。一方、粒子内空隙量が０．８ｃｍ３／ｇを超えると、
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粒子内空隙が粒子奥深くまで存在するため、空隙内部まで樹脂が十分に行き渡らず、粒子
と樹脂の間に気泡が発生し熱伝導性が低下する。好ましくは、粒子内空隙量は０．３～０
．７ｃｍ３／ｇである。
【００２４】
　モード径は、水銀圧入式細孔分布測定から求めることができ、ｌｏｇ微分細孔容積分布
曲線の最大値に対応する細孔直径である。本発明の酸化マグネシウム粒子の細孔分布を、
水銀圧入測定装置によって測定した場合、モード径は、酸化マグネシウム粒子同士の間の
空隙の直径に対応する。酸化マグネシウム粉末のモード径が０．２μｍ未満であると、細
かい粒子の量が増加するため、樹脂に充填する際に急激な粘度の上昇が発生する。一方、
モード径が１．０μｍを超えると、大きな粒子の量が増加するため、樹脂組成物の機械的
強度が悪化する。また、熱伝導性についても低下する。好ましくは、モード径は０．３～
１．０μｍである。
【００２５】
　このような酸化マグネシウム粉末に、リン酸マグネシウム系化合物よりなる被覆層を形
成する。この被覆層により、酸化マグネシウム粉末の耐湿性を改善することができる。リ
ン酸マグネシウム系化合物とは、例えば、組成式：ＭｇｘＰｙＯｚ（ｘ＝１～３、ｙ＝２
、ｚ＝６～８）で示される化合物である。
【００２６】
　本発明の被覆酸化マグネシウム粉末は、リン酸マグネシウム系化合物よりなる被覆層を
有するので、リンを構成元素として含有する。リンの含有量は、本発明の被覆酸化マグネ
シウム粉末に対して０．１～１０質量％である。リンがこのような範囲内において含まれ
ることで、本発明の被覆酸化マグネシウム粉末を耐湿性に優れたものとすることができる
。リンの含有量が０．１質量％未満であると、充分な耐湿性を発揮することができない。
逆にリンの含有量が１０質量％を超えると、リン酸マグネシウム系化合物が酸化マグネシ
ウム粉末の表面を被覆するだけではなく、当該リン酸マグネシウム系化合物が単独で粒子
を形成したり、または、被覆層が厚すぎたりするため、熱伝導性が低下する欠点がある。
【００２７】
　本発明の被覆酸化マグネシウム粉末は、樹脂に充填する際の充填性に優れており、かつ
、充填後の樹脂組成物の流動性が高いという利点があるため、好適に、充填材として樹脂
に配合することができる。本発明で使用可能な樹脂としては、例えば、熱硬化性樹脂、又
は、熱可塑性樹脂が挙げられる。熱硬化性樹脂としては特に限定されないが、例えば、フ
ェノール樹脂、尿素樹脂、メラミン樹脂、アルキド樹脂、ポリエステル樹脂、エポキシ樹
脂、ジアリルフタレート樹脂、ポリウレタン樹脂、又はシリコーン樹脂が挙げられる。熱
可塑性樹脂としては特に限定されないが、例えば、ポリアミド樹脂、ポリアセタール樹脂
、ポリカーボネート樹脂、ポリブチレンテレフタレート樹脂、ポリスルフォン樹脂、ポリ
アミドイミド樹脂、ポリエーテルイミド樹脂、ポリアリレート樹脂、ポリフェニレンスル
フィド樹脂、ポリエーテルエーテルケトン樹脂、フッ素樹脂、又は液晶ポリマーが挙げら
れる。
【００２８】
　本発明の樹脂組成物における被覆酸化マグネシウム粉末の配合量は、樹脂組成物に求め
られる特定に応じて適宜決定すればよく、特に限定されない。しかし、一例として樹脂１
００質量部に対し、被覆酸化マグネシウム粉末０．１～１００質量部の範囲で使用すれば
よい。
【００２９】
　本発明の被覆酸化マグネシウム粉末を含む樹脂組成物は、その樹脂の特性に応じて種々
の分野で利用することができる。しかし、本発明の被覆酸化マグネシウム粉末は熱伝動性
に優れているので、特に放熱性が要求される用途で好適に使用することができる。また、
本発明の樹脂組成物は、熱伝導性及び耐湿性に優れた半導体封止材料として利用すること
ができる。
【００３０】
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　次に、本発明の被覆酸化マグネシウム粉末を製造する方法について説明する。
【００３１】
　まず、水酸化マグネシウムを焼成することにより、所定の物性を示す酸化マグネシウム
を得る。焼成する水酸化マグネシウムに含まれる各不純物元素の濃度をあらかじめ所定の
濃度に調節しておき、焼成時の温度を１０００～１２００℃の範囲に設定することによっ
て、所定の物性を示す酸化マグネシウムを得ることが可能になる。
【００３２】
　水酸化マグネシウム中の異種元素は次のとおりである。Ｂ（ホウ素）：１００～１００
０ｐｐｍ（好ましくは３００～８００ｐｐｍ）、Ｎａ（ナトリウム）：３００ｐｐｍ以下
（好ましくは２００ｐｐｍ以下）、Ｋ（カリウム）：３００ｐｐｍ以下（好ましくは２０
０ｐｐｍ以下）、Ｃｌ（塩素）：０．０２～０．５質量％（好ましくは０．１５～０．３
質量％）、Ｓｉ（ケイ素）：ＳｉＯ２換算で０．０２～０．５質量％（０．０５～０．１
５質量％）、Ｃａ：ＣａＯ換算で０．１～０．８質量％（好ましくは０．２～０．５質量
％）。なお、これら異種元素の濃度調整は従来法により行うことができる。例えば、Ｂが
不足している場合はホウ酸、又はホウ酸マグネシウムを添加して調整できる。Ｃｌが不足
している場合は、塩酸、又は塩化マグネシウム等を添加して調整できる。Ｓｉが不足して
いる場合は珪酸ナトリウム、珪酸マグネシウム、又は珪酸カルシウム等を添加して調整で
きる。カルシウムが不足している場合は水酸化カルシウム、酸化カルシウム、又は炭酸カ
ルシウム等を添加して調整できる。
【００３３】
　水酸化マグネシウム中のＢが１０００ｐｐｍを超えたり、ＮａもしくはＫが３００ｐｐ
ｍを超えたりすると、得られる酸化マグネシウムが上述した粒子内空隙量及び／又は変曲
点径の条件を満足しない。また、水酸化マグネシウム中のＣａがＣａＯ換算で０．１～０
．８質量％の範囲外の場合、または、ＳｉがＳｉＯ２換算で０．０２～０．５質量％の範
囲外の場合は、得られる酸化マグネシウムが上述したモード径及び／又は変曲点径の条件
を満足せず、形状も丸みを帯びた形状にならない。水酸化マグネシウムとしては、純度が
９８％以上のものを用いることが好ましい。
【００３４】
　さらに、水酸化マグネシウムを焼成する時の温度は１０００～１２００℃の範囲である
ことが好ましい。焼成温度が１０００℃未満であると、得られる酸化マグネシウムが上述
した粒子内空隙量、モード径及び／又は変曲点径の条件を満足しない。また、焼成温度が
１２００℃を超えると、得られる酸化マグネシウムが上述したモード径及び／又は変曲点
径の条件を満足しない。焼成炉、及び焼成時間は特に限定されず、前述した温度で水酸化
マグネシウムが酸化マグネシウムに変換できる焼成炉、及び焼成時間であればよい。
【００３５】
　以上のように水酸化マグネシウムを焼成して得られた酸化マグネシウムを、必要に応じ
て粉砕機を使用して粗粉砕する。これにより酸化マグネシウム粉末が得られる。この酸化
マグネシウム粉末をリン化合物と混合し、必要に応じ１２０℃～２００℃程度の温度で乾
燥処理を行った後、ボールミル等を利用して粉砕して粉末を得る。この粉末を３００℃以
上で焼成することで、表面の少なくとも一部にリン酸マグネシウム系化合物よりなる被覆
層が形成された酸化マグネシウム粉末を得ることができる。
【００３６】
　前記リン化合物としては、酸化マグネシウムと反応してリン酸マグネシウム系化合物を
形成し得る化合物であれば特に限定されないが、例えば、リン酸、リン酸塩、酸性リン酸
エステルが挙げられる。これらは単独で使用してもよいし、２種以上を併用してもよい。
好ましくは酸性リン酸エステルである。酸性リン酸エステルとしては、イソプロピルアシ
ッドホスフェート、２－エチルヘキシルアシッドホスフェート、オレイルアシッドホスフ
ェート、メチルアシッドホスフェート、エチルアシッドホスフェート、プロピルアシッド
ホスフェート、ブチルアシッドホスフェート、ラウリルアシッドホスフェート、ステアリ
ルアシッドホスフェートが挙げられる。
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【００３７】
　リン化合物の使用量は、最終産物たる被覆酸化マグネシウム粉末全体に対するリンの含
有量が０．１～１０質量％となるように調節すればよい。例えば、リン化合物は酸化マグ
ネシウム粉末に対して５～１０質量％程度の量を使用することができる。
【００３８】
　焼成時の温度は３００℃以上であり、好ましくは３００～７００℃程度である。一例と
して、５００℃で１時間の焼成が挙げられる。この焼成により、リン化合物がリン酸マグ
ネシウム系化合物に変換されることで、リン酸マグネシウム系化合物よりなる被覆層を酸
化マグネシウム粉末表面に形成することができる。
【実施例】
【００３９】
　以下に実施例を掲げて本発明をさらに詳細に説明するが、本発明はこれら実施例に限定
されるものではない。
【００４０】
　（不純物元素の濃度測定法）
　Ｂａ及びＰについては、試料を酸に溶解した後、ＩＣＰ発光分析装置（商品名：ＳＰＳ
－５１００、セイコーインスツルメンツ製）を使用して質量を測定することで、試料中の
濃度を算出した。
【００４１】
　Ｃｌについては、試料を酸に溶解した後、分光光度計（商品名：ＵＶ－２５５０、島津
製作所製）を使用して質量を測定することで、試料中の濃度を算出した。
【００４２】
　Ｓｉ及びＣａについては、蛍光Ｘ線装置（商品名：ＳＰＳ－５１００、セイコーインス
ツルメンツ製）を使用して試料中の濃度を測定した。ただし、それぞれＳｉＯ２換算及び
ＣａＯ換算の濃度として示した。
【００４３】
　Ｎａ及びＫについては、原子吸光光度計（商品名：Ｚ－２３００、日立ハイテクノロジ
ーズ製）を使用して試料中の濃度を測定した。
【００４４】
　（ＢＥＴ比表面積測定法）
　比表面積測定装置（商品名：Ｍａｃｓｏｒｂ１２１０、マウンテック社製）を使用して
、ガス吸着法により比表面積を測定した。
【００４５】
（細孔分布の測定）
　細孔分布（変曲点径、粒子内空隙量、及びモード径）の測定
　水銀圧入式細孔分布測定により得られる、変曲点径、粒子内空隙量、ｌｏｇ微分細孔容
積分布曲線の最大値に対応する細孔直径（モード径）は、以下の条件で求めた。水銀圧入
式細孔分布測定装置は、マイクロメリティックス社製オートポア９４１０を使用し測定し
た。なお、水銀は、純度９９．５ｍａｓｓ％以上、密度１３．５３３５×１０３ｋｇ／ｍ
３である特級の水銀試薬を用いた。測定セルは、セル内容積５×１０－６ｍ３、ステム容
積０．３８×１０－６ｍ３の粉体試料用セルを用いた。測定試料は、あらかじめ３３０メ
ッシュ標準篩（ＪＩＳ－Ｒ８８０１－８７）で粒径を揃えた試料を、質量０．１０×１０
－３～０．１３×１０－３ｋｇの範囲で精密に秤量し、測定セルに充填した。測定セルを
装置に装着した後、セル内部を圧力５０μＨｇ（６．６７Ｐａ）以下で２０分間、減圧状
態に保持した。次に、測定セル内に、圧力が１．５ｐｓｉａ（１０３４２Ｐａ）になるま
で水銀を充填した。その後、圧力が２ｐｓｉａ（１３７９０Ｐａ）から６００００ｐｓｉ
ａ（４１３．７ＭＰａ）の範囲で水銀を圧入して、細孔分布を測定した。
【００４６】
　水銀の圧入圧力を細孔直径に換算するには、下記（Ｉ）式（Ｗａｓｈｂｕｒｎの式）を
用いた。
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Ｄ＝－（１／Ｐ）・４γ・ｃｏｓΨ（Ｉ）
ここで、Ｄ：細孔直径（ｍ）、
Ｐ：水銀の圧入圧力（Ｐａ）、
γ：水銀の表面張力（４８５ｄｙｎｅ・ｃｍ－１（０．４８５Ｐａ・ｍ））、
Ψ：水銀の接触角（１３０°＝２．２６８９３ｒａｄ）である。
【００４７】
　（耐湿性の測定方法）
　試料１０ｇをシャーレに秤量し、恒温恒湿機（８５℃・８５Ｒｈ％）内にセットした。
その状態で１週間保持した後、１２０℃の乾燥機で一晩乾燥した。乾燥後、重量を量り、
重量増加率を算出した。
【００４８】
　（熱伝導率の測定方法）
　本発明品を添加した樹脂を完全に硬化させたサイズが直径１３ｍｍ、厚さ２ｍｍである
高熱伝導率樹脂組成物のサンプルを作製し、熱拡散率をレーザーフラッシュ法で３０～１
００℃の範囲で測定した。装置にはＮＥＴＺＳＣＨ製ＬＦＡ－４５７を用いた。比熱と、
アルキメデス法により、比重を測定し、熱拡散率と比熱と密度の積としての熱伝導率を算
出した。
【００４９】
　（メルトフローレートの測定方法）
　樹脂組成物について、ＪＩＳ－Ｋ７２１０に準拠し、測定温度２３０℃、荷重２．１６
Ｋｇで測定した。
【００５０】
　（樹脂組成物の製造方法）
　メルトフローレートの測定で使用した樹脂組成物は以下の手順で調製した。
ＥＥＡ（エチレン・エチルアクリレート・コポリマー）１００ｇを溶融後、フィラー３３
３ｇを少量ずつ、混練状態を見ながら約１０分かけて添加し、さらに１０分間仕上げ混練
を行った。この時のロール間隔０．５ｍｍであった。
【００５１】
　混練終了後、コンパウンドを引き剥がし、回収したコンパウンドを５ｍｍ角程度に裁断
、真空乾燥機で９０℃×１時間乾燥し、メルトフローレート測定用試料とした。
【００５２】
　（リン酸マグネシウム系化合物の組成の測定方法）
　Ｘ線回折装置（商品名：ＲＩＮＴ－Ｕｌｔｉｍａ　ＩＩＩ、リガク製）を使用して、Ｃ
ｕ－Ｋα線を用いたＸ線回折法によりリン酸マグネシウム系化合物被覆層の組成を測定し
た。
【００５３】
　（実施例１）
　ＣａをＣａＯに換算して０．２３質量％，ＳｉをＳｉＯ２に換算して０．０７質量％，
Ｃｌを０．１６質量％，Ｂを４０２ｐｐｍ，Ｎａが１１ｐｐｍ，Ｋが９ｐｐｍ，になるよ
うに調整した純度９９．２％の水酸化マグネシウムを電気炉にて１１００℃で１時間、焼
成することにより酸化マグネシウムを作成した。
【００５４】
　この酸化マグネシウムをパワーミルで解砕した後、酸性リン酸エステルであるイソプロ
ピル酸性リン酸エステルを酸化マグネシウムに対し５重量％添加した。その後、１２０℃
で２時間乾燥した後、ボールミルで粉砕し、５００℃で１時間焼成を行い、目的の被覆酸
化マグネシウム粉末を得た。
【００５５】
　得られた被覆酸化マグネシウム粉末について、上述した方法に基づき不純物元素の濃度
、ＢＥＴ比表面積、細孔分布、耐湿性、熱伝導率、及びメルトフローレートを測定し、結
果を表１に示した。
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【００５６】
　また、上述した方法に基づき、得られた被覆酸化マグネシウム粉末表面の被覆層の組成
を測定したところ、Ｍｇ２Ｐ２Ｏ７であることが判明した。
【００５７】
　図１は、得られた被覆酸化マグネシウム粉末の電子顕微鏡写真である。被覆酸化マグネ
シウム粉末の粒子形状は球状であった。ここで、球状の粉末とは、角のない丸みを帯びた
形状の粒子からなる粉末を指し、これに対し、不定形の粉末とは、結晶粒子が複数結合し
た角の有る粒子からなる粉末を指す。
【００５８】
　（実施例２）
　水酸化マグネシウムの焼成温度を１１７５℃に変更した以外は実施例１と同じ条件で被
覆酸化マグネシウム粉末を得た。実施例１と同様に各物性の測定を行い、結果を表１に示
した。
【００５９】
　（実施例３）
　ＣａをＣａＯに換算して０．４８質量％になるように調整した以外は実施例１と同じ条
件で被覆酸化マグネシウム粉末を得た。実施例１と同様に各物性の測定を行い、結果を表
１に示した。
【００６０】
　（実施例４）
　ＳｉをＳｉＯ２に換算して０．１２質量％になるように調整した以外は実施例１と同じ
条件で被覆酸化マグネシウム粉末を得た。実施例１と同様に各物性の測定を行い、結果を
表１に示した。
【００６１】
　（実施例５）
　水酸化マグネシウムのＢ濃度を７００ｐｐｍになるように調整した以外は実施例１と同
じ条件で被覆酸化マグネシウム粉末を得た。実施例１と同様に各物性の測定を行い、結果
を表１に示した。
【００６２】
　（実施例６）
　水酸化マグネシウムのＮａ濃度を２００ｐｐｍになるように調整した以外は実施例１と
同じ条件で被覆酸化マグネシウム粉末を得た。実施例１と同様に各物性の測定を行い、結
果を表１に示した。
【００６３】
　（実施例７）
　水酸化マグネシウムのＫ濃度を２００ｐｐｍになるように調整した以外は実施例１と同
じ条件で被覆酸化マグネシウム粉末を得た。実施例１と同様に各物性の測定を行い、結果
を表１に示した。
【００６４】
　（実施例８）
　被覆酸化マグネシウム粉末中のリンの含有量が０．１８質量％になるように酸性リン酸
エステルの使用量を変更した以外は実施例１と同じ条件で被覆酸化マグネシウム粉末を得
た。実施例１と同様に各物性の測定を行い、結果を表１に示した。
【００６５】
　（実施例９）
　被覆酸化マグネシウム粉末中のリンの含有量が４．６質量％になるように酸性リン酸エ
ステルの使用量を変更した以外は実施例１と同じ条件で被覆酸化マグネシウム粉末を得た
。実施例１と同様に各物性の測定を行い、結果を表１に示した。
【００６６】
　（比較例１）
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　水酸化マグネシウムの焼成温度を９５０℃に変更した以外は実施例１と同じ条件で被覆
酸化マグネシウム粉末を得た。実施例１と同様に各物性の測定を行い、結果を表２に示し
た。
【００６７】
　（比較例２）
　水酸化マグネシウムの焼成温度を１４００℃に変更した以外は実施例１と同じ条件で被
覆酸化マグネシウム粉末を得た。実施例１と同様に各物性の測定を行い、結果を表２に示
した。
【００６８】
　（比較例３）
　水酸化マグネシウムのＣａＯ濃度を１質量％に変更した以外は実施例１と同じ条件で被
覆酸化マグネシウム粉末を得た。実施例１と同様に各物性の測定を行い、結果を表２に示
した。
【００６９】
　（比較例４）
　水酸化マグネシウムのＳｉＯ濃度を４質量％に変更した以外は実施例１と同じ条件で被
覆酸化マグネシウム粉末を得た。実施例１と同様に各物性の測定を行い、結果を表２に示
した。
【００７０】
　（比較例５）
　水酸化マグネシウムのＢ濃度を１２００ｐｐｍに変更した以外は実施例１と同じ条件で
被覆酸化マグネシウム粉末を得た。実施例１と同様に各物性の測定を行い、結果を表２に
示した。
【００７１】
　（比較例６）
　水酸化マグネシウムのＮａ濃度を４００ｐｐｍに変更した以外は実施例１と同じ条件で
被覆酸化マグネシウム粉末を得た。実施例１と同様に各物性の測定を行い、結果を表２に
示した。
【００７２】
　（比較例７）
　水酸化マグネシウムのＫ濃度を４００ｐｐｍに変更した以外は実施例１と同じ条件で被
覆酸化マグネシウム粉末を得た。実施例１と同様に各物性の測定を行い、結果を表２に示
した。
【００７３】
　（比較例８）
　被覆酸化マグネシウム粉末全体に対するリンの含有量が０．０５８質量％になるように
酸性リン酸エステルの使用量を変更した以外は実施例１と同じ条件で被覆酸化マグネシウ
ム粉末を得た。実施例１と同様に各物性の測定を行い、結果を表２に示した。
【００７４】
　（比較例９）
　被覆酸化マグネシウム粉末全体に対するリンの含有量が１２．１質量％になるように酸
性リン酸エステルの使用量を変更した以外は実施例１と同じ条件で被覆酸化マグネシウム
粉末を得た。実施例１と同様に各物性の測定を行い、結果を表２に示した。
【００７５】
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【表１】

 
【００７６】

【表２】
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